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摘 要� 税 額�課 税 標 準�

合計事業税額　#7＋$0＋$2＋$4又は#8＋$0＋$2＋$4

税率（　）�１００�
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額
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計
算
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内
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収入金額総額�

収 入 金 額�

年４００万円以下の�
金額�
年４００万円を超え年�
８００万円以下の金額�
年８００万円を超える�
金額�

計 #4＋#5＋#6

軽減税率不適用法人�
の金額�

収
入
割�

算定期間中において事務所�
等を有していた月数�
�

既に納付の確定した�
当期分の均等割額 �
この申告により納付�
すべき均等割額 !8－!9

月�

円×�!7
１２�

均

等

割
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（使途秘匿金税額等）�
法人税法の規定によっ�
て計算した法人税額�
試験研究費の額に係る�
法人税額の特別控除額�
国際戦略総合特別区域において機械等を�
取得した場合等の法人税額の特別控除額�

退職年金等積立金に係る�
法人税額�

２以上の道府県に事務所又は事業所�
を有する法人における課税標準とな�
る法人税額又は個別帰属法人税額�

外国の法人税等の額の控�
除額�
仮装経理に基づく法人税�
割額の控除額�

既に納付の確定した当期�
分の法人税割額�
租税条約の実施に係る法�
人税割額の控除額�
既還付請求利子割額が過�
大である場合の納付額（#2）�

この申告により納付すべ�
き道府県民税額　!6＋@0

@1のうち見込納付額�

差　　引　　　　@1－@2

この申告により納付すべき法人�
税割額　　　　!2－!3－!4＋!5
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付加価値割�

収 入 割 �

差　　　引�

繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等が�
あった場合の欠損金額等の当期控除額�
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損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額�

損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等�
損失準備金勘定への繰入額�
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銀行　　　　　支店�

口座番号（普通・当座）�
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^3

仮 装 経 理 に 基 づ く�
地方法人特別税額の控除額�

既 に 納 付 の 確 定 し た�
当期分の地方法人特別税額�

この申告により納付すべき�
地 方 法 人 特 別 税 額�
%8－%9－^0－^1�

�

租税条約の実施に係る�
地方法人特別税額の控除額�
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仮 装 経 理 に 基 づ く�
事 業 税 額 の 控 除 額�

既 に 納 付 の 確 定 し た�
当 期 分 の 事 業 税 額�

この申告により納付すべき�
事業税額$5－$6－$7－$8

租税条約の実施に係る�
事 業 税 額 の 控 除 額�

^2のうち見込納付額�

$9のうち見込納付額�

控除することができ�
なかった金額  @8－@9

利子割還付額の均等割への充当　□ 希望する　□ 希望しない�
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平成　　年　　月　　日�平成　　年　　月　　日�

平成　　年　　月　　日�

平成　年　月　日から�
平成　年　月　日まで�

法人税の申告書の種類� 青色・その他�有・無� 有・無�

法人税の当期の確定税額又は�
連結法人税個別帰属支払額�

国外関連者の有無�

申告期限の延長の処分�
（承　認）の　有　無�

要・否�

法人税�事業税�

翌期の中間申告の要否�

この申告が中間申告�
の場合の計算期間� 有・無�

決算確定の日�

解 散 の 日� 残余財産の最後の�
分配又は引渡しの日�

法第１５条の４の徴収猶予を�
受 けようとす る 税 額 �

（　　　　　　　　　　　　　　　）�

兆� 十億� 百万� 千� 円�
事 業 種 目�

法人税の�
平成�

�
期末現在の資本金の額�
又 は 出 資 金 の 額�
（解散日現在の資本金の額�
又は出資金の額） 　　　�

期末現在の資本金等の額�
又は連結個別資本金等の額�

同上が１億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの� 非中小法人等�

法人税の所得金額（法人税の明細書（別表４）の（４８））又は個別�
所得金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（５６））�

所得金額（法人税の明細書（別表４）の（３４））又は個別所得�
金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（４３））�

所 得 金 額 総 額�
（&0－&1）又は別表５#2
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又 は 出 資 金 の 額�

資 本 金 等 の 額 又 は�
連結個別資本金等の額�

１０１� 法人税の繰戻しがある
場合の繰越欠損金額又
は繰越個別欠損金額�
収入金額課税された
事業に係る所得金額
又は個別所得金額�
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平成� 年� 月� 日から�

平成� 年� 月� 日まで�

連結事業年度�
又は事業年度�

法人名�

課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書�
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（個別帰属特別控除取戻税額等又は特別控除取戻税額等）�
�
法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算�
した法人税額�

差引個別帰属法人税額（（q＋w＋e）と（qの括弧書）のうちいずれか多い額）又は差引法人税額�
（q＋w＋e）�

控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額�

控除対象個別帰属還付税額及び控除対象還付法人税額の控除額�

退職年金等積立金に係る法人税額�

連 結 親 法 人 の�
本店所在地及び電話番号�

（ ふ り が な ）�
連 結 親 法 人 の 名 称�

当期に発生した控除対象個別帰属税額�
（qの括弧書）－（q＋w＋e）�

課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額�
r－t－y＋u

　〒�

（電話　　　　　　　　　　　　　　　）�

（　　　　　　　　　　）�

!0

!1

!2

!3

!4

有（連結法人）・無（連結法人以外の法人）�

連結親法人・連結子法人�

法人税における連結�
納税の承認の有無�

連結親法人・子法人�
の区分�

連結親法人の区分�

特定連結子法人・非特定連結子法人�連結子法人の区分�

連結申告・単体申告�法人税の申告区分�

普通法人・協同組合等・特定医療法人�

試験研究費の額に係る連結法人税額の特別控除額に係る個別帰属額又は試験研究費の額に係る法人
税額の特別控除額�

国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合等の連結法人税額の特別控除額に係る個別帰
属額又は国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除額�
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十
条
の
二
関
係
）�



※�
処理�
事項�

整 理 番 号�事務所� 申告区分�法 人 番 号�区
分�

平成� 年� 月� 日から�

平成� 年� 月� 日まで�

事 業�
年 度 �

法 人 名�

所 得 金 額 に 関 す る 計 算 書 �

所 得 金 額 の 計 算 � 非 課 税 所 得 の 区 分 計 算 �

加

算�

減

算�

非
課
税
等
所
得�

�

林 業 に 係 る 所 得�

鉱 物 の 掘 採 事 業 に 係 る 所 得�

社会保険等に係る医療の所得�

農事組合法人の農業に係る所得�

小 計�

小 計�

小 計�

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4

!5

!6

!7

!8

!9

@0

@1

@2

@3

@4

@5

@6

@7

@8

@9

#0

#1

#2

#3

#4

#7

#8

#9

#6

#5

仮　　　　　計　　　　q＋y－!3

再 仮 計 　 !4－!5

外 国 の 事 業 に 帰 属 す る 所 得�

所得金額差引計 　 !6－@1

繰越欠損金額等又は災害損失金額の�
当期控除額�
債務免除等があった場合の欠損金額�
等の当期控除額�

新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費�
の特別控除額�
農業経営基盤強化準備金積立額の損�
金算入額�
農用地等を取得した場合の圧縮額の�
損金算入額�
関西国際空港用地整備準備金積立額�
の損金算入額�
中部国際空港整備準備金積立額の損�
金算入額�

所得金額再差引計 　@2－@3－@4

再投資等準備金積立額の損金算入額�

合計 @5－@6－@7－@8－@9－#0－#1

外
国
の
事
業
に
帰
属
す
る
所
得�

外国における事務所又は事業所の期�
末の従業者数�

鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じ�
て算定した所得�

生産品の収入金額又は生産品の収入�
金額から買鉱価格を差し引いた金額�

鉱産税の課税標準であるべき鉱物の�
価額�

期 末 の 総 従 業 者 数�

外 国 か ら 生 ず る 事 業 所 得�
（!4＋i）×#3／#4

鉱 物 の 掘 採 事 業 の 所 得�
#6×#8／#7

鉱
物
の
掘
採
事
業
の
所
得�

備

考�

兆� 十億� 百万� 千� 円�

損金の額又は個別帰属損金額に算入した
所得税額�
損金の額又は個別帰属損金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定への繰入額�
損金の額又は個別帰属損金額に算入した
外国法人税の額�
非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡利益額�

益金の額又は個別帰属益金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定からの戻入額�
外国の事業に帰属する所得以外の所得
に対して課された外国法人税の額�
外国の事業に帰属する所得に対して課
された外国法人税の額�
特定目的会社又は投資法人の支払配当
の損金算入額�
特定目的信託及び特定投資信託に係る
利益又は収益の分配の額の損金算入額�
非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡損失額�

円�

人�所得金額（法人税の明細書（別表４）の（３４））又は個別所得�
金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（４３））�

第
六
号
様
式
別
表
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）�



整 理 番 号�

申告年月日�
事業年度�

事務所� 申告区分�法 人 番 号�区
分�

２４�１�

３６�３１�３０�２５�

４２�３７�

４３� ５６�

予備�

B
１２�

Ａ�

第
六
号
様
式
別
表
五
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）�

０１�

０２�
０３�

０４�

０５�

０６�

０７�

０８�

０９�

１０�

１１�

１２�

１３�

１４�

１５�

１６�

１７�

１８�

１９�

２０�

２１�

２２�

２３�

２４�

２５�

２６�

２７�

２８�

２９�

３０�

３１�

３２�



収入金額に関する計算書� 事業�

年度�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

第
六
号
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）�

法人名�

法
第
７２
条
の
２４�
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
収
入
金
額�

金 額�

円�

摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要�

収

入

金

額

の

総

額
�

控

除

さ

れ

る

金

額

�
w

e

④�

⑤�

⑥�

計 �

計 �

差 引 計 　 　q－w

法 附 則 第 ９ 条 第 ８ 項 の 規 定 に よ る 控 除 額�

法 附 則 第 ９ 条 第１０項 の 規 定 に よ る 控 除 額�

計 　 　 　③－④－⑤�

q

第６号様式別表６記載要領�
　この計算書は、電気供給業及びガス供給業を行う法人が課税標準となる収入金額
の計算を行う場合に記載し、第６号様式の申告書に添付すること。この場合におい
て、これらの事業を併せて行う法人は、それぞれの事業ごとに記載すること。�



欠損金額等及び災害損失金の�
控除明細書�

事業�

年度�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

法
人
名�

第
六
号
様
式
別
表
九
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�

事 業 年 度� 区　　分�

欠損金額等・災害損失金�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�
欠損金額等・災害損失金�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�
欠損金額等・災害損失金�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�
欠損金額等・災害損失金�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�
欠損金額等・災害損失金�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�
欠損金額等・災害損失金�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�
欠損金額等・災害損失金�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�
欠損金額等・災害損失金�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�
欠損金額等・災害損失金�

控除未済欠損金額等又は�
控除未済災害損失金e

翌 期 繰 越 額 t�
（（e－r）又は別表１１!7）

当 期 控 除 額 r
（当該事業年度のeと（w－当該事業年�
度前のrの合計額）のうち少ない金額）�

災 害 に よ り 生 じ た 損 失 の 額 の 計 算�

円�

円� 円�

円�

円� 円�

円�

円�

円�

控 除 前 所 得 金 額�
�

計�

合　　計�

青 色 欠 損 金�

災 害 損 失 金�

欠 損 金 額 等 ・ 災 害 損 失 金� 欠損金の繰戻し額�

第６号様式&0－（別表１０⑨又�
は@1）�

所得金額控除限度額�
�　q×　　８０又は１００�　　　　　　 　１００�

q w

災　害　の　種　類�

当 期 の 欠 損 金 額　y

災害により生じた損　
u失の額�

災 害 の や ん だ 日� 平成 年 月 日�

差引災害により生じ　
o
�

た損失の額（u－i）�

繰越控除の対象とな�
る損失の額（yとo　!0�
のうち少ない金額）�

保険金又は損害賠償　
i�金等の額

当

期

分�
同
上
の
う
ち�



第
六
号
様
式
別
表
十
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）�

更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の�
再生等欠損金額等の控除明細書�

事
業
年
度�

平成 　年 　月 　日から�
平成 　年 　月 　日まで�

債務の免除を受けた金額�
円�

円�

円� 円� 円�

円�

円�

私財提供を受けた金銭の額�

資産の評価益の総額�

純評価益の額（r－t）�
（マイナスの場合は０）�

資産の評価損の総額�

計（q＋w＋e＋y）�

計（!3＋!4＋!5＋!6－!7）�

私財提供を受けた金銭以外の資産�
の価額

�

適用年度終了の時における前期以前の�
事業年度から繰り越された欠損金額等�

当期控除額（uとiのうち少ない金額）

欠損金額等（@5の計）

差引欠損金額等（i－⑩）

欠損金額等からないものとする金額（⑨－�
⑪）（マイナスの場合は０）�

欠損金額等からないものとする金額（@1�
－@3）（マイナスの場合は０）�

平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�

債
務
免
除
等
に
よ
る
利
益
の
内
訳�

債
務
免
除
等
に
よ
る
利
益
の
内
訳�

法
人
名�

q

w

e

r

t

y

u

債務の免除を受けた金額�

調整前の控除未済欠損金額等�発生事業年度�

計�

@5 @6 @7

欠損金額等からないものとする金額�
（当該発生事業年度の@5と（（!2又は@4）－当�
該発生事業年度前の@6の合計額）のうち少�
ない金額）�

差引控除未済欠損金額等（@5－@6）�

私財提供を受けた金銭の額�

資産の評価益の総額�

資産の評価損の総額�

私財提供を受けた金銭以外の資産�
の価額

�

!3

!4

!5

!6

!7

!8

i

o

!0

!1

!2

適用年度終了の時における前期以前の�
事業年度から繰り越された欠損金額等�

!9の金額を控除する前の所得�

当期控除額（!8、!9と@0のうち少ない金�
額）�

欠損金額等（@5の計）�

差引欠損金額等（!9－@2）�

!9

@0

@1

@2

@3

@4

更 生 欠 損 金 額 等 の 控 除 明 細 書�

民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書�

控 除 未 済 欠 損 金 額 等 の 調 整�



民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等�
及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書�

事
業
年
度�

平成 　年 　月 　日から�
平成 　年 　月 　日まで�

債務の免除を受けた金額�

円�

円� 円� 円�

円�

私財提供を受けた金銭の額�

私財提供を受けた金銭以外�
の資産の価額

�

当期控除を受ける欠損金額等又は�
災害損失金額（別表９rの計）�

適用年度終了の時における資本金�
等の額�
（プラスの場合は０）�

適用年度終了の時における前期以前�
の事業年度から繰り越された欠損金�
額等�

計（q＋w＋e）�

uの金額等を控除した後の所得�
（（第６号様式&0又は別表５@2）－u）
又は（（第６号様式&0又は別表５@2）－⑦�
－（（（第６号様式&0又は別表５@2）－④）×０.２））�
�
uの金額を控除する前の所得�
（第６号様式&0又は別表５@2）

r、t－y又は!0のうち最も少ない�
金額�

調整前の欠損金額等の翌期繰越額�
（!5の計）�

欠損金額等からないものとする金額�
（!1と!3のうち少ない金額）�

r、i又はoのうち最も少ない金額�

差引欠損金額等（t－y－u）�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�

債
務
免
除
等
に
よ
る
利
益
の
内
訳�

欠
損
金
額
等
の
計
算�

所
得
金
額�

当
期
控
除
額�

法
人
名�

第
六
号
様
式
別
表
十
一
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）
　�

欠 損 金 額 等 の 翌 期 繰 越 額 の 調 整�

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4△�

発 生 事 業 年 度�

計�

調整前の欠損金額等の翌期繰越額�
（第６号様式別表９e－r）�

!5 !6 !7

欠損金額等からないものとする金額�
（当該発生事業年度の!5と（!4－当該発生事業�
年度前の!6の合計額）のうち少ない金額）�

差引欠損金額等の翌期繰越額�
（!5－!6）�



適格組織再編成等が行われた場合の調整後の�

控除未済欠損金額等の計算に関する明細書�

法
人
名�

事　業�

年　度�

平成　年　月　日から�

平成　年　月　日まで�

円� 円� 円�

円�

円�円�円�円�円�

円�円�円�

事 業 年 度�

計�

計�

計�

計�

欠損金額等の�

区　　　　分�

対 象 法 人 の �

事 業 年 度 �

対象法人の支配関係�
事 業 年 度 以 後 の�
事 　 業 　 年 　 度�

欠損金額等の�

区　　　　分�

支配関係事業年度以後の�
事業年度の欠損金額等発生額�

特定引継資産又は特定保�
有資産の譲渡等特定事由�
による損失の額の合計額�

特定引継資産又は特定保有資�
産の譲渡又は評価換えによる�
利益の額の合計額�

欠損金額等のうち特定資�
産譲渡等損失相当額�
（⑧と⑪のうち少ない金額）�

特定資産譲渡等損失額�
⑨－⑩�

被合併法人等から引継ぎを受ける未処理欠損金額等�

被合併法人等の未処理欠損金額等�

調整後の控除未済欠損金額等�

控除未済欠損金額等又�
は調整後の当該法人分�
の控除未済欠損金額等�

適格組織再編成等の別� 合併（適格・非適格）・残余財産の確定・適格分割・適格現物出資・適格現物分配� 適格組織再編成等の日� 平成　年　月　日 �

平成　年　月　日 �

共同事業要件に該当する場合又は５年継続支配関係がある場合の�
いずれにも該当しない場合�

被合併法人等（名称：　　　　　　　　　　）・当該法人�対 象 法 人 の 別 �

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

被合併法人�
等の事業年度�

欠損金額等の�
区　　　分�

支配関係がある法人との間で適格組織再編成等が行われた場合の未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の調整計算の明細�

適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等�

支配関係事業年度以後の欠損金額等のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算の明細�

欠損金額等のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算�

①＋②�

①�

④�

⑧� ⑨� ⑩� ⑪� ⑫�

⑤� ⑥� ⑦�

（⑧－⑫）又は�
（別表１３の⑦）�

②� ③�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

最終の事業年度の別表９の⑤又はこの
表の④、⑦若しくは別表１３の２の⑤�

適格合併等の別：適格合併・残余財産の確定�
適格合併等の日：平成　　年　　月　　日�
被合併法人等の名称：　　　　　　　　　�

前期の別表９の⑤又はこの表
の④、⑦若しくは別表１３の２の
⑤若しくは別表１３の３の⑤�

被合併法人等の最終の事業年度
の別表９の⑤又は当該法人の前
期の別表９の⑤�

被合併法人等の最終の事業年度
の別表９の⑤又は当該法人の前
期の別表９の⑤�

支配関係事業年度前の事業年度
にあっては０、支配関係事業年度
以後の事業年度にあっては⑤と⑥
のうち少ない金額�

支配関係事業年度以後の事業年
度のそれぞれの別表９の「当期分｣
の欠損金額等�

支配関係事業年度以後の
事業年度の欠損金額等の
うち特定資産譲渡等損失
相当額以外の部分から成
る欠損金額等�

引継ぎを受ける未処理欠
損金額等又は調整後の当
該法人分の控除未済欠損
金額等�

被合併法人等の未処理欠
損金額等又は当該法人の
控除未済欠損金額等�

被合併法人等の未処理欠
損金額等又は当該法人の
控除未済欠損金額等�

共同事業要件に該当する場合又
は５年継続支配関係がある場合
のいずれかに該当する場合�

支 配 関 係 発 生 日 �
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六
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表
十
二
（
用
紙
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本
工
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規
格
Ａ
４
）
（
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五
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関
係
）�



合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の�
特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書�

事業�
年度�

対 象 法 人 の 別�

：�：�
：�：�
：�：�
：�：�

：�：�：�：�
：�：�：�：�
：�：�：�：�
：�：�：�：�
：�：�：�：�

：�：�

適格組織再編成等の別� 適格組織再編成等の日� ・� ・�

・� ・�
・� ・�

対象法人の支配関係事�
業年度以後の事業年度�

計�

関 連 法 人 の 特 定 資 産 譲 渡 等 損 失 相 当 欠 損 金 額 等 の 計 算 の 明 細 �

関 連 法 人 の 特 定 資 産 譲 渡 等 損 失 相 当 額 の 特 例 計 算 �

関連法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額又は簿価純資産超過額の計算並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額の明細�

時 価 純 資 産 超 過 額�
（（@7の（イ））－（#3の（イ）））－（（@7の（ロ））－（#3の（ロ）））�

資 　 産� 負 　 債�

簿 価 純 資 産 超 過 額 等 が あ る 場 合�

関 連 法 人 の 名 称�

合併等前二年以内適格合併等の別�

計�

計�

計�

名 称 等�

@7

@6

@5

@4

@3

@2

（イ）� （ロ）�

時　　　価� 帳 簿 価 額�
名 称 等�

（イ）� （ロ）�

時　　　価� 帳 簿 価 額�

計� #3

#2

#1

#0

@9

@8

適格合併　・　残余財産の確定�

支 配 関 係 発 生 日�

合併等前二年以内適格合併等の日�

合併等前二年以内適格合併等に係る合併法人の別�

対象法人の�
支配関係事�
業年度以後�
の事業年度�

関連法人対�
象事業年度�

対象法人の�
支配関係事�
業年度以後�
の事業年度�

関連法人対�
象事業年度�

関連法人対象事�
業年度の欠損金�
発生額　　　　�

関連法人対象事業年度の�
欠損金発生額　　　　　�

�
⑥�

特定資産譲渡等損失額�
�
�
⑩�

欠損金額等のうち特定資�
産譲渡等損失相当額　　�

!5と!6のうち少ない�
金額　　　　　　　�

当該関連法人に�
おける損金算入�
額等　　　　　�

譲渡等特定事�
由による損失�
の額の合計額�

譲渡又は評価�
換えによる利�
益の額の合計�
額　　　　　�

特定資産譲渡�
等損失額　　�
　　�
⑧－⑨�

関連法人対象�
事業年度のそ�
れぞれの別表�
９「当期分の�
青色欠損金」�

他の関連法人（名称： ）・被合併法人等・当該法人�

欠損金額等のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算�

被合併法人等（名称： ）・当該法人�

合併（適格・非適格）・残余財産の確定・適格分割・適格現物出資・適格現物分配�

支 配 関 係 事 業 年 度 以 後 の 事 業 年 度 の 特 定 資 産 譲 渡 等 損 失 額 の 計 算 �

特定引継資産又は特定保有�
資産の譲渡等特定事由によ�
る損失の額の合計額　　　�

（別表１２⑨）�

特定引継資産又は特定保有�
資産の譲渡又は評価換えに�
よる利益の額の合計額　　�

（別表１２⑩）�

各関連法人における損金算�
入額等の合計額�
�
（各関連法人の⑦の合計額）�

各関連法人の特定資産譲渡�
等損失相当欠損金額等の合�
計額�
（各関連法人の!4の合計額）�

特定資産譲渡等損失額�
①－②＋④�

：�：�
第
六
号
様
式
別
表
十
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）�

①�

⑥�

!5 !6 !7 !8 !9

⑦� ⑧� ⑨� ⑩� ⑪� ⑫� ⑬� !4

②� ③� ④� ⑤�
円� 円� 円� 円� 円�

欠損金額等の�
うち特定資産�
譲渡等損失相�
当額　　　　�
（⑥と⑩の�
うち少ない�
金額）又は�
!9　　　　�

!7のうち簿価純資産超過�
額を構成するものとされ�
た部分の金額　　　　　�

特例計算による関連法人の�
特定資産譲渡等損失相当額�

@1の金額を!7の古い�
ものから順次振当　�

@0に金額の記載があ�
る場合にあっては０、�
@1に金額の記載があ�
る場合にあっては!8

特定資産譲渡等�
損失相当額から�
控除する金額　�

特定資産譲渡等損�
失相当欠損金額等�

（③－⑫）と�
⑪のうち少な�
い金額　　　�

⑪－⑬�

控 除 済 金 額�

特定資産譲渡等損失相当額から�
控除する金額の計算�

他の関連法人�
の⑬の合計額�

円� 円� 円� 円� 円� 円� 円� 円� 円�内�

：�：�：�：� 円� 円�

円�

円� 円� 円� 円�

円� 円� 円�内�

：�：�：�：� 内�

：�：�：�：� 内�

：�：�：�：� 内�

：�：�：�：� 内�

内�

内�

内�

内�

@0
簿 価 純 資 産 超 過 額�
（（@7の（ロ））－（#3の（ロ）））－（（@7の（イ））－（#3の（イ）））�

円�
@1

法
人
名�



円�円� 円�円�円�

共同事業を営むための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対�

象未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の特例に関する明細書�

対象法人の�

事 業 年 度�

計�

欠損金額等の�

区　　　　分�

対象法人の�

事 業 年 度�

欠損金額等の�

区　　　　分�

時価純資産超過額が支配関係前未処理欠損金�
額等の合計額に満たない場合�

支配関係前未処理欠�
損金額等又は支配関�
係前控除未済欠損金�
額等�

時 価 純 資 産 超 過 額�
（@2の（イ）－@6の（イ））－（@2の（ロ）－@6の（ロ））�

簿 価 純 資 産 超 過 額 �
（@2の（ロ）－@6の（ロ））－（@2の（イ）－@6の（イ））�

制 限 対 象 金 額�
!2－!1

支配関係前未処理欠損金額等又は支配関係前控除未済欠�
損金額等の合計額�

⑥のうち制限対象金�
額を構成するものと�
された部分の金額�

支配関係事業年度以�
後の事業年度の欠損�
金額等発生額�

⑨のうち簿価純資産�
超過額を構成するも�
のとされた部分の金�
額�

⑧のうち特定資産譲�
渡等損失相当額�

簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額等�
のうち特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない場合�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

（qの金額）�

合併（適格・非適格）・残余財産の確定・適格分割・適格現物出資・適格現物分配�

被合併法人等（名称：　　　　　　　　　　）・当該法人�

引継対象未処理欠損金額等又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の特例計算�

時価純資産超過額が支配関係前未処理欠損金額等の合計額に満たない場合又は簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額等のうち�
特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない場合の引継対象未処理欠損金額等又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算の明細�

支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額又は簿価純資産超過額の計算の明細�

支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額及び簿価純資産価額の明細�

資　　　　　　　　　　　　　　　　　産� 負　　　　　　　　　　債�

適格組織再編成等の別� 適格組織再編成等の日� 平成　　年　　月　　日�

平成　　年　　月　　日�支 配 関 係 発 生 日�

特例計算による引継対象未処理欠損金額等又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算�

対 象 法 人 の 別�

法
人
名�

第
六
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様
式
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表
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（
用
紙
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本
工
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規
格
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４
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（
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五
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関
係
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①� ②� ③� ④�

事　業�

年　度�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成　年　月　日から�

平成　年　月　日まで�

被合併法人等の最終の事業年
度の別表９の⑤又は当該法人の
前期の別表９の⑤�

支配関係事業年度前の
事業年度にあっては０、支
配関係事業年度以後の
事業年度にあっては①と（⑧
－⑩）のうち少ない金額�

円�

円� 円� 円� 円�

円� 円�

円� 円�

円� 円�円� 円�

計�

時　　価�
名 称 等�

計�

名 称 等�
帳簿価額�

（イ）� （ロ）�

時　　価�

計�

名 称 等�
帳簿価額�

（イ）� （ロ）�

時　　価� 帳簿価額�

（イ）� （ロ）�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

⑪�

⑫�

!5

!6

!7

!8

!9

@0

@1

@2

@3

@4

@5

@6

!3

!4

⑥� ⑦� ⑧� ⑨�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

支配関係事業年度の前事
業年度の別表９の⑤�

支配関係事業年度以後の
事業年度のそれぞれの別
表９の「当期分｣の欠損金
額等�

⑬の金額を⑥の古いもの�
から順次振当�

⑭の金額を⑨の古いもの�
から順次振当�

⑥の計�

被合併法人等の未処
理欠損金額等又は当
該法人の控除未済欠
損金額等�

時価純資産超過額が
支配関係前未処理欠
損金額等の合計額以
上である場合�

時価純資産超過額が
支配関係前未処理欠
損金額等の合計額に
満たない場合�

簿価純資産超過額が支配関
係事業年度以後の事業年度
の欠損金額等のうち特定資
産譲渡等損失相当額の合計
額に満たない場合�

特例計算による引継
対象未処理欠損金額
等又は調整後の当該
法人分の控除未済欠
損金額等�

支配関係事業年度前の事業
年度にあっては①と（⑥－⑦）
のうち少ない金額、支配関係
事業年度以後の事業年度に
あっては①の金額�

②、③又は④�

⑤�

別表１２の⑫�

⑩�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

内�

内�

内�

内�

内�

内�

内�

内�

内�



円�円� 円�円�円�

事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の�

控除未済欠損金額等の特例に関する明細書�

当 該 法 人 の �

事 業 年 度 �

当 該 法 人 の �

事 業 年 度 �

計�

欠損金額等の�

区　　　　分�

欠損金額等の�

区　　　　分�

支配関係前欠損金額�
等�

移 転 時 価 資 産 超 過 額�
（⑰の（イ）－⑰の（ロ））�

支配関係前欠損金額等の合計額 �
（⑥の計）�

制 限 対 象 金 額 �
⑪－⑫�

⑥のうち移転時価資�
産超過額を構成する�
ものとされた部分の�
金額�

⑨のうち制限対象金�
額を構成するものと�
された部分の金額�

支配関係後欠損金額�
等�

移転時価資産超過額が支配関係前欠損金額等の合計額を超える場合�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

（①の金額）�

適 格 分 割 ・ 適 格 現 物 出 資 ・ 適 格 現 物 分 配 �

調 整 後 の 当 該 法 人 分 の 控 除 未 済 欠 損 金 額 等 の 特 例 計 算 �

移転時価資産価額が移転簿価資産価額を超える場合の調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算の明細�

制 限 対 象 金 額 の 計 算 の 明 細 � 移転直前における移転時価資産価額及び移転簿価資産価額の明細�

適格組織再編成等の別�
適格組織再編成等の日� 平成　　年　　月　　日�

平成　　年　　月　　日�支 配 関 係 発 生 日�

特例計算による調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算�

法
人
名�

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）�

①� ②� ③� ④�

事　業�

年　度�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成　年　月　日から�

平成　年　月　日まで�

当該法人の前期の別表９
の⑤�

支配関係事業年度前の
事業年度にあっては０、支
配関係事業年度以後の
事業年度にあっては（①－
⑩）�

円�

円�

円� 円�

円� 円�円� 円�

計�

計�

名 称 等 �
時　　価� 帳簿価額�

（イ）� （ロ）�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

⑪�

⑫�
⑭�

⑮�

⑯�

⑰�
⑬�

⑥� ⑦� ⑧� ⑨�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

支配関係事業年度前の事
業年度の①�

⑪の金額を⑥の古いもの�
から順次振当�

別表１２「⑧－⑫」� 支配関係事業年度以後の
事業年度の（①－⑧）�

⑬の金額を⑨の古いもの�
から順次振当�

当該法人の控除未済
欠損金額等�

移転時価資産価額が
移転簿価資産価額以
下である場合�

移転時価資産超過額
が支配関係前欠損金
額等の合計額以下で
ある場合�

移転時価資産超過額が支
配関係前欠損金額等の合
計額以下である場合�

移転時価資産超過額
が支配関係前欠損金
額等の合計額を超え
る場合�

特例計算による調整
後の当該法人分の控
除未済欠損金額等�

支配関係事業年度前の
事業年度にあっては（⑥－
⑦）、支配関係事業年度
以後の事業年度であって
は①�

②、③又は④�

⑤�

⑩�

支配関係事業年度以
後の事業年度の欠損
金額等のうち特定資
産譲渡等損失相当額
以外の部分から成る
金額�

移転時価資産価額が移転簿価資産価額を超
える場合�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�
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!0

!1

!3

!4

!5 !6 !7 !8 @1 @2

事業年度又は�
連結事業年度�

平成　　年　　月　　日から�
平成　　年　　月　　日まで�

課税標準の分割に関する明細書（その１）�

合 計�

法人税法の規定によって計算した�
法人税額�

国際戦略総合特別区域において機械等を�
取得した場合等の法人税額の特別控除額�

還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 額�

退職年金等積立金に係る法人税額�

差 引 計�
q＋w＋e－r＋t

（　　　　　　　　）�
円�円�

事務所又は事業所� 事 業 税�

分 割 課 税 標 準 額�

道府県民税�

適用する事業税の分割基準�

名　称　及　び�

所 　 在 　 地�

法人名�

事 業 税� 道 府 県 民 税�

課

税

標

準

の

総

額�

課

税

標

準

の

総

額�

所

得

金

額�

年４００万 円 以 下 の 金 額�

年８００万円を超える金額�

計　u＋i＋o

軽減税率不適用法人の金額�

年４００万円を超え年８００万円以下の�
金額又は年４００万円を超える金額�

付 加 価 値 額�!2

資 本 金 等 の 額�

収 入 金 額�

１．従業者数　　　　　　　　３．事務所又は事業所数�

２．固定資産の価額　　　　　４．軌道の延長キロメートル数�

分 割 �

基 準 �

（単位�
＝ ）�

分 割 �

基 準 �

（単位�
＝人）�

分 割�

課 税�

標準額�

年４００万�

円以下の�

所得金額�

計�

!5＋!6�
＋!7

収 入 �

金 額 �

年８００万円�
を超える所�
得金額又は�
軽減税率不�
適用法人の�
所得金額�

円� 円� 円� 円� 円�

@0

資本金�

等の額 �

円�

!9

付 加�

価値額�

円� 円�（　）�

（　）�

（　）�

（　）�

（　）�

（　）�

（　）�

年４００万円を�
超え年８００万�
円以下の所得�
金額又は特別�
法人の年４００�
万円を超える�
所得金額�

試験研究費の額に係る法人税額の�
特別控除額�
�

第
十
号
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
五
条
関
係
）�



兆� 十億� 百万� 千� 円�

事 業 種 目�

期末現在の資本金の額�
又 は 出 資 金 の 額�
期末現在の資本金等の額�
又は連結個別資本金等の額�

※�
処理�
事項�

整 理 番 号� 事務所� 申告区分�法 人 番 号�

受付印�
平成　　　年　　　月　　　日�

殿�

※
処
理
事
項�

発 信 年 月 日�
通信日付印� 確認印�

（電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�

十億� 百万� 千� 円�

十億� 百万� 千� 円�

※�

（ふりがな）�

（ふりがな）�

法 人 名 �

代 表 者 �
氏 名 印 �

本市町村が�
支店等の場�
合は本店所�
在地と併記�

所 在 地�

この申告の基礎�

経理責任者�
氏 名�

平成� 年� 月� 日から平成� 年� 月�

税 額�
�

摘 要�

国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除額�

退職年金等積立金に係る法人税額�

外国の法人税等の額の控除額�

仮装経理に基づく法人税割額の控除額�

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額�

この申告により納付すべき法人税割額　!0－!1－!2

差引法人税割額　y－i－o又はu－i－o

課 税 標 準� 法 人 税 割 額�
１００�税率（　）�

還付法人税額等の控除額�

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4 !5

!6

!7

!8

!9

@0

@1 @2 @3

十億� 百万� 千� 円�

（　　　　　　　 　　　　　）�

均
等
割
額

�

算定期間中において事務所等を有していた月数�
�
既に納付の確定した当期分の均等割額�

この申告により納付すべき均等割額　!5－!6

この申告により納付すべき市町村民税額　!3＋!7

左のうち当該市町�
村分の従業者数�

�
名 称 � 事務所、事業所又は寮等の所在地�

当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等� 当該市町村分の均等�
割の税率適用区分に�
用 い る 従 業 者 数�

分 割 基 準�
当該法人の全従業者数�

区 名� 月数�従業者数� 均等割額�※�
区コード�

人� 円�

人�

人�

人�

合 　 計 �

平成� 年� 月� 日から�

平成� 年� 月� 日�
平成� 年� 月� 日�
平成� 年� 月� 日�

平成� 年� 月� 日まで�

関与税理士�
署 名 押 印� （電話　　　　　　　　　　　　　　　）�

００�

０００�

０００�

００�

００�

００�

００�

００�

００�

００�

００�

００�

００�

００�

００�

００�

決算確定の日�

還付を受けよう�
とする金融機関�
及び支払方法�

支店�銀行�

口座番号（普通・当座）�

還 付 請 求 税 額�

法第１５条の４の徴収猶予を受けようとする税額�

既に納付の確定した当期分の法人税割額�

!8のうち見込納付額�

差 引 　!8－!9

月� 円×�!4
１２�

残余財産の最後の分�
配又は引渡しの日�

�

法人税の申告�
書の種類�

翌期の中間申�
告の要否�

要・否�

有・無�
法人税の申告�
期限の延長の�
処分の有無�

申告書�

年� 月� 日�

（使 途 秘 匿 金 税 額 等）�
法人税法の規定によって計算した法人税額�

区分�

申告年月日�

００�

日 ま で の 　 　 　 　 　 の 市 町 村 民 税 の　�

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額　q＋w＋e－r＋t

２以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準�
となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額� （　×@2）�y

@1

事業年度分又は�
連結事業年度分�

こ の 申 告 が�
中 間 申 告 の�
場合の計算期間�

１．法 人 税 の 平 成� 年� 月� 日�

の修正申告書の提出による。�

２．法 人 税 の 平 成� 年� 月� 日�

の更正・決定・再更正による。�

試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額�

青色・その他�
解 散 の 日�

場

合

の

　

の

計

算�

指
定
都
市
に
申
告
す
る�

� !5

第
二
十
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）�



申告年月日�

４１�

４２�

７２�

３０�

３１�

０８�

０９�

１０�

１１�

１２�

２４�

０２�

０３�

０１�

０４�

０５�

０６�

０７�

１３�

１５�

１６�

１７�

１８�

１９�

２０�

２３�

７０�

７１�

２２�２１�

１�

２４�

４２� ５５�

２９�

２３�

事業年度又は�
連結事業年度�

３０� ３５� ３６� ４１�

Ｂ�
１１�

Ａ�

Ｂ�
１１�

Ｂ�
１１�

予備�

５０�

５２�

５４�

５６�

５８�

６０�

６２�

６４�

５１�

５３�

５５�

５７�

５９�

６１�

６３�

６５�

区コード�

１・２�

１・２�

００�

００�

０００�

０００�

００�

００�

００�

００�

００�

００�

００�

００�

００�

００�

００�

００�

（月 数）�１４�

申告基礎�

使途秘匿金�
税 額 等�

１１�Ｂ�

整 理 番 号� 事務所� 申告区分�法 人 番 号�区分�

年� 月� 日�

００�

月�

資 本 金 の 額 �
又 は 出 資 金 の 額 �

資 本 金 等 の 額 �
又は連結個別資本金等の額�

月数�従業者数� 均等割額�

翌期の中間申�
告の要否�
法人税の申告�
期限の延長の�
処分の有無�

第
二
十
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）�



※�
処理�
事項�

整 理 番 号�事務所� 申告区分�法 人 番 号�

兆�十億�百万� 円�千�

区
分�

平成� 年� 月� 日から�

平成� 年� 月� 日まで�

連結事業年度�
又は事業年度�

法人名�

課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書�

①�

②�

③�

④�

⑤�

⑥�

⑦�

⑧�

⑨�

⑩�

⑪�

⑫�

⑬�

⑭�

（個別帰属特別控除取戻税額等又は特別控除取戻税額等）�
�
法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算�
した法人税額�

差引個別帰属法人税額（（①＋②＋③）と（①の括弧書）のうちいずれか多い額）又は差引法人税額�
（①＋②＋③）�

控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額�

控除対象個別帰属還付税額及び控除対象還付法人税額の控除額�

退職年金等積立金に係る法人税額�

有（連結法人）・無（連結法人以外の法人）�

連結親法人・連結子法人�

法人税における連結�
納税の承認の有無�

連結親法人・子法人�
の区分�

連 結 親 法 人 の�
本店所在地及び電話番号�

（ ふ り が な ）�
連 結 親 法 人 の 名 称�

連結親法人の区分�

特定連結子法人・非特定連結子法人�連結子法人の区分�

連結申告・単体申告�法人税の申告区分�

当期に発生した控除対象個別帰属税額�
（①の括弧書）－（①＋②＋③）�

課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額�
④－⑤－⑥＋⑦�

　〒�

（電話　　　　　　　　　　　　　　　）�

（　　　　　　　　　　）�

普通法人・協同組合等・特定医療法人�

第
二
十
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）�

試験研究費の額に係る連結法人税額の特別控除額に係る個別帰属額又は試験研究費の額に係る法人
税額の特別控除額�

国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合等の連結法人税額の特別控除額に係る個別帰
属額又は国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除額�



第
二
十
号
様
式
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入
力
用
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（
用
紙
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本
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セ
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）�

２４�

３６�

４２�

３１�３０�

１２�

２５�

３７�

４３� ５６�

整 理 番 号�

Ｂ�

０２�

０３�

０４�

０５�

０６�

０７�

０８�

０９�

１０�

事務所�

予備�

連結事業年度�
又は事業年度�

申告区分�

０１�

区
分�

１�

個別帰属リース特別控除取戻税額等�
又はリース特別控除取戻税額等�

申告年月日�

法 人 番 号�



第
二
十
二
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）�

q

w

e

r

t

⑥�

事業年度又は�

連結事業年度�

平成　　年　　月　　日から�
平成　　年　　月　　日まで�

課税標準の分割に関する明細書（その１）�

合 　 計�

法人税法の規定によって計算した法人税額�

国際戦略総合特別区域において機械等を�
取得した場合等の法人税額の特別控除額�

還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 額�

退職年金等積立金に係る法人税額�

試験研究費の額に係る法人税額の�
特別控除額�

差 引 計�
q＋w＋e－r＋t

（　　　　　　　　　　　　）� 円�

事 務 所 又 は 事 業 所� 分割基準及び分割課税標準額�

名 称� 所 在 地� 従業者数�
分 割 課 税�
標 準 額�

人� 円�

法人名�
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